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平成２９年４月２０日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 譲受債権等請求控訴事件 

（原審・福岡地方裁判所平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結の日 平成２９年３月２日 

 

       判     決 

控訴人        Ｘ株式会社 

被控訴人       Ｙ１ 

（以下「被控訴人Ｙ１」という。） 

被控訴人       国 

（以下「被控訴人国」という。） 

 

主     文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人Ｙ１は、控訴人に対し、３２２万７４６０円及びこれに対する平成

２５年７月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

３ 被控訴人Ｙ１は、控訴人に対し、２９６万４０００円及びこれに対する平成

２５年１０月１日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払え。 

４ 被控訴人国は、控訴人に対し、被控訴人Ｙ１と連帯して、２９６万４０００

円及びこれに対する平成２５年１０月１日から支払済みまで年６％の割合によ

る金員を支払え。 
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５ 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人らの負担とする。 

第２ 事案の概要並びに争点及び争点に関する当事者の主張（以下、略語は、特に

掲記するほか原判決の例による。） 

１ 株式会社Ｂは、平成２５年３月２１日、商号を「株式会社Ｂ」から現商号で

ある「Ａ株式会社」に変更した上（以下、商号変更前の株式会社Ｂ又はＡ株式

会社を「旧Ｂ」という。）、「株式会社Ｂ」の商号を旧Ｂから続用した株式会社Ｂ

（新Ｂ）を新設する新設分割を行ったものであるが、本件は、控訴人が、新Ｂ

が被控訴人Ｙ１に対して有する継続的商品売買契約に基づき同日から平成３５

年３月３１日までの間に発生する売掛金債権を平成２５年４月１日に譲渡担保

により譲り受けたところ、被控訴人Ｙ１が前記売掛金債権のうち同年５月中に

発生した３２２万７４６０円（本件債権①）を支払わず、また、同年８月中に

発生した６７３万１３１９円（本件債権②）及び同年９月中に発生した１３０

万６００６円（本件債権③）につき、これが新Ｂの債権であるにもかかわらず、

被控訴人国（田川税務署）が同年１０月２２日に旧Ｂに係る国税の滞納処分と

して差し押さえ、被控訴人Ｙ１がそのうち２９６万４０００円を被控訴人国に

支払ったとして、被控訴人Ｙ１に対し、譲受債権の支払請求権に基づき、３２

２万７４６０円（本件債権①）及びこれに対する同年７月１日（約定の支払期

限の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６％の割合による遅延損害金の支

払を求める（本件請求１）とともに、２９６万４０００円（本件債権②及び③

の一部）及びこれに対する同年１０月１日（約定の支払期限の翌日）から支払

済みまで商事法定利率年６％の割合による遅延損害金の支払を求め、また、被

控訴人国に対し、不当利得返還請求権に基づき、被控訴人Ｙ１と連帯して、２

９６万４０００円及びこれに対する同日から支払済みまで年６％の割合による

遅延損害金の支払を求めた（以下、本件債権②及び③の一部に関する被控訴人

らに対する請求を「本件請求２」という。）事案である。 

原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人が原判決の取消し及
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び控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。 

２ 本件における前提事実は、原判決「事実及び理由」中「第２ 事案の概要等」

の２（３頁２５行目から７頁２４行目まで）に記載のとおりであり、争点及び

争点に関する当事者の主張は、「第３ 当事者の主張」（７頁２５行目から１４

頁１１行目まで）に記載のとおりであるから、これらを引用する。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がなく、控訴人の本件控訴は棄却

すべきものと判断する。その理由は、次項のとおり補正するほか、原判決「事

実及び理由」中「第４ 当裁判所の判断」の１及び２（１４頁１３行目から２

０頁２３行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

２ 原判決の補正 

（１） 原判決１５頁１６行目冒頭から２０行目「行っている」までを以下のと

おりに改める。 

「ア 上記（１）判示のとおり、本件債権①は、新Ｂと被控訴人Ｙ１との間

において発生し、その後、控訴人に債権譲渡されたが、控訴人が本件債

権譲渡の債務者対抗要件を具備する以前の平成２５年７月３１日に、被

控訴人Ｙ１は、本件債権①の弁済として本件支払をした」 

（２） 同１６頁７行目から１６行目までを以下のとおりに改める。 

「 そして、本件新設分割前の旧Ｂの商号と新Ｂの商号はいずれも「株式会

社Ｂ」と同一であるが、被控訴人Ｙ１は、本件新設分割以前から「株式会

社Ｂ」の商号であった旧Ｂとの間で継続的に売買取引を行い（同（３）ア）、

平成２５年５月当時も旧Ｂが本件新設分割をしたこと及び「株式会社Ｂ」

から「Ａ株式会社」へと商号変更したことのいずれも知らないまま、本件

債権①に係る売買取引を継続したところ、本件新設分割により「株式会社

Ｂ」の商号を旧Ｂから続用した新Ｂから同月３１日及び同年６月３０日に

代金の請求を受けたものであり（甲５、１９）、また、本件支払当時（同年
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７月３１日）も被控訴人Ｙ１は、本件新設分割及び旧Ｂの商号変更のいず

れも知らなかったものである。 

以上によれば、本件支払当時、被控訴人Ｙ１は、旧Ｂが売買取引の相手

方であり、本件債権①の債権者であると認識していたと認めることができ

る。」 

（３） 同１７頁４行目から８行目までを以下のとおりに改める。 

「 そして、被控訴人Ｙ１は、旧Ｂに対する弁済として、旧Ｂが商号変更す

る前と同一の商号である「株式会社Ｂ」に対し、旧Ｂの口座である本件口

座宛に本件支払をしたのであるから（乙１）、本件支払は本件債権①の準占

有者である旧Ｂに対し、善意かつ無過失で行われた弁済ということができ、

本件債権①を消滅させる有効な弁済であると認められる。」 

３ 控訴人は、原判決について、種々論難するが、これらの点に関する原判決の

認定及び判断は、前記２のとおり補正するほか、全て正当なものとして是認で

き、控訴人の前記主張はいずれも採用できない。 

第４ 結論 

以上によれば、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとお

り判決する。 

 

福岡高等裁判所第３民事部 

裁判長裁判官   金村 敏彦 

裁判官   坂本 寛 

裁判官篠原淳一は、転補のため署名押印することができない。 

裁判長裁判官   金村 敏彦 


